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報告第 ９ 号 

市長専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である下記の事項について、別紙

のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

記 

和解及び損害賠償の額の決定について 

平成２８年９月１４日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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専第 ８ 号 

 

専 決 処 分 書 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である和解及び損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 事故区分及び事故発生年月日 

物損事故 

平成２８年６月２５（土）午前２時３０分頃 

２ 事故発生場所 

生駒市鹿ノ台南２丁目３番１先 生駒市道上 

３ 損害賠償の額 

１７０，６９０円 

４ 事故の概要 

事故発生場所である市道を北向きに走行中の軽自動車が、雨水によって蓋が

浮き上がり、蓋が開いた状態となっていた雨水マンホールにタイヤをはめ、左

前タイヤ、ホイール部分、左前フェンダー内の泥除け及びバンパー部分が損傷

したもの 

 

平成２８年８月２３日 

生駒市長 小 紫 雅 史   
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報告第 12 号 

 

平成２７年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の報告について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条

第１項の規定により、平成２７年度決算に基づく生駒市健全化判断比率を別紙監

査委員の意見を付けて下記のとおり報告する。 

記  

（単位 ％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（12.28） 

― 

（17.28） 

0.7 

（25.0） 

― 

（350.0） 

 備 考   

１  実 質 赤 字 額 及 び 連 結 実 質 赤 字 額 が な い た め 、 「 ― 」 と 記 載 し

て い る 。  

２  将 来 負 担 比 率 が 算 定 さ れ な い た め 、 「 ― 」 と 記 載 し て い る 。  

  ３  生 駒 市 の 早 期 健 全 化 基 準 を 括 弧 内 に 記 載 し て い る 。  

 

平成２８年９月１４日提出 

                                            生駒市長  小 紫 雅 史 
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生 監 第 ６ ６ 号 

平成２８年８月１９日 

生 駒 市 長 小 紫 雅 史  様 

生駒市監査委員  藤 本 勝 美 

生駒市監査委員  井 上 圭 吾 

生駒市監査委員  白 本 和 久 

平成２７年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の審査結果について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定による平成２７年度決

算に基づく生駒市健全化判断比率の審査を終えたので、その結果について意見を付して提

出する。
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平成２７年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の審査意見書 

 

第１ 審査の概要 

市長から提出された生駒市健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が正確かつ適正に作成されているかどうかについて、必要に応じて関係職

員から説明を聴取し、審査を行った。 

 

第２ 審査の期間 

平成２８年７月２１日から平成２８年８月１９日まで 

 

第３ 審査の結果 

１ 総合意見 

審査に付された下記の生駒市健全化判断比率及びその算定の根拠となる事項を記

載した書類について照合・確認したところ、いずれも計数は正確であり、適正に作

成されていることが認められた。 

 

記 

健全化判断比率等 （単位：％） 

比 率 名 平成２７年度比率 早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率 － 12.28  

連結実質赤字比率 － 17.28  

実 質 公 債 費 比 率 0.7 25.0  

将 来 負 担 比 率 － 350.0  

（注）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字 

額及び連結実質赤字額がないため、「－」を記載している。 

２ 将来負担比率については、将来負担比率が算定されないため、「－」 

を記載している。 

 

２ 個別意見 

(1) 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額及び連結

実質赤字額がないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2) 実質公債費比率については、早期健全化基準の 25.0％を大きく下回っているこ

とから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3) 将来負担比率については、充当可能財源等が将来負担額を上回っており、将来

負担比率が算定されないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。  
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報告第 13 号  

 

   平成２７年度決算に基づく生駒市資金不足比率の報告について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２

２条第１項の規定により、平成２７年度決算に基づく水道事業会計、下水道事

業特別会計及び病院事業会計の資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて

下記のとおり報告する。  

記  

                      （単位 ％）  

会計の名称 資金不足比率 

水 道 事 業 会 計 

―  

（ 20.0）  

下 水 道 事 業 特 別 会 計 

―  

（ 20.0）  

病 院 事 業 会 計 

―  

（ 20.0）  

 備考  

１ 資金の不足額がないため、「－」と記載している。  

 ２  生駒市の経営健全化基準を括弧内に記載している。  

 

平成２８年９月１４日提出  

      生駒市長 小  紫  雅  史   
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生 監 第 ６ ７ 号 

平成２８年８月１９日 

 

 

生 駒 市 長 小 紫 雅 史  様 

 

 

生駒市監査委員  藤 本 勝 美 

生駒市監査委員  井 上 圭 吾 

生駒市監査委員  白 本 和 久 

 

 

平成２７年度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査結果について  

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定による平成２７年

度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査を終えたので、その結果について意見を付

して提出する。  
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平成２７年度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査意見書 

 

 

第１ 審査の概要  

市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

が正確かつ適正に作成されているかどうかについて、必要に応じて関係職員から説

明を聴取し、審査を行った。  

 

第２ 審査の期間  

平成２８年７月２８日から平成２８年８月１９日まで  

 

第３ 審査の結果  

１ 総合意見 

審査に付された下記の生駒市資金不足比率及びその算定の根拠となる事項を記載

した書類について照合・確認したところ、いずれも計数は正確であり、適正に作成

されていることが認められた。 

 

記 

資金不足比率等 （単位:％） 

特 別 会 計 の 名 称 平成２７年度比率 経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 － 20.0 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 － 20.0 

病 院 事 業 会 計 － 20.0 

（注） 資金不足比率については、資金不足額がなく比率が算定されないため、

「－」を記載している。  

 

２ 個別意見 

水道事業会計、下水道事業特別会計及び病院事業会計においては、資金不足額が

ないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 
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議案第 66 号 

 

   平成２７年度生駒市一般会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度生駒市一般会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   

 

- 11 -



議案第 67 号 

平成２７年度生駒市公共施設整備基金特別会計決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度生駒市公共施設整備基金特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

平成２８年９月１４日提出 

  生駒市長 小 紫 雅 史  
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議案第 68 号 

 

   平成２７年度生駒市介護保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度生駒市介護保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 69 号 

 

   平成２７年度生駒市国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度生駒市国民健康保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 70 号 

 

   平成２７年度生駒市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度生駒市後期高齢者医療特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 71 号 

 

   平成２７年度生駒市下水道事業特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度生駒市下水道事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 72 号 

 

   平成２７年度生駒市自動車駐車場事業特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度生駒市自動車駐車場事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 73 号 

 

平成２７年度生駒市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基づき、

平成２７年度生駒市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）の

とおり処分し、併せて同法第３０条４項の規定に基づき、平成２７年度生駒市水

道事業会計決算を別冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 74 号 

 

   平成２７年度生駒市病院事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

平成２７年度生駒市病院事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

  平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 75 号 

 

平成２８年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 

平成２８年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１２，８４５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９，１３４，９２７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 76 号 

平成２８年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第１回） 

平成２８年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１，７７７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，０３７，５８１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

平成２８年９月１４日提出 

  生駒市長 小 紫 雅 史  
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議案第 77 号 

 

平成２８年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

 

平成２８年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９，２８２千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，９２３，２３１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２８年９月１４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史 

- 30 -



- 31 -



- 32 -



 

議案第 78 号 

   平成２８年度生駒市水道事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 平成２８年度生駒市水道事業会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

第２条 継続費を次のとおり補正する。 

                            （単位 千円） 

款 項 事業名 

補 正 前 補 正 後 

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額 

資本的 

支出 

建設 

改良費 

新小瀬 

中継所 

建設工事 

340,300

27 16,800

510,300 

27 16,800

28 112,500 28 112,500

29 211,000 29 381,000

 

平成２８年９月１４日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 79 号 

 

生駒市職員懲戒審査会条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年９月１４日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

   

生駒市職員懲戒審査会条例 

（設置） 

第１条 一般職に属する職員の懲戒に関し、公正を期するため、生駒市職員懲戒

審査会（以下「審査会」という｡)を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２９条第１項各号に掲げる事由に該当するかどうか及び懲戒処分の

種類、程度その他懲戒に関する事項を調査審議する。 

（組織） 

第３条 審査会は、委員７人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 市職員 

(3) その他市長が必要と認める者  

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 
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２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 審査会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 審査会の会議（以下「会議」という｡)は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （委員の除斥） 

第７条 委員は、自己又は親族に関する事案及び指揮監督下にある職員に関する

事案については、その議事に加わることができない。 

 （関係者の出席等） 

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

（会議の非公開） 

第１０条 会議は、非公開とする。 

（委任） 
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第１１条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定

める。 

附 則 

この条例は、平成２８年１１月１日から施行する。 
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議案第 80 号 

 

生駒市職員定数条例及び生駒市の費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年９月１４日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

   

   生駒市職員定数条例及び生駒市の費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

 （生駒市職員定数条例の一部改正） 

第１条 生駒市職員定数条例（昭和４２年４月生駒市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１条中「第２０条第２項」を「第２６条第２項」に改める。 

 （生駒市の費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市の費用弁償に関する条例（昭和４５年３月生駒市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２９条第４項」を「第３５条第４項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 81 号 

生駒市立学校設置条例等の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

平成２８年９月１４日 

生駒市長 小 紫 雅 史  

生駒市立学校設置条例等の一部を改正する条例 

（生駒市立学校設置条例の一部改正） 

第１条 生駒市立学校設置条例（平成２０年３月生駒市条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

第２条の表中「生駒市立生駒幼稚園」を「生駒市立認定こども園生駒幼稚園

」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 生駒市立認定こども園生駒幼稚園は、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第

３条第１項の認定を受けた幼稚園である。 

（生駒市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正） 

第２条 生駒市立幼稚園保育料徴収条例（昭和２５年４月生駒市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「（以下単に「幼稚園」という｡)」を削る。 

第２条を次のように改める。 

（保育料） 

第２条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項第
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１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する支給認定子ども（同法第

２０条第４項に規定する支給認定子どもをいう。次項において同じ｡)の保育

料は、別表第１のとおりとする。 

 ２ 子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に該当する支給認定子どもの保育料は、別表第２のとおりとする。 

  別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 

 別表第２（第２条関係） 

各月初日の在籍幼児の属する世
帯の階層区分 

保育料（月額） 

保育標準時間の場合 保育短時間の場合 

階層 
区分 

定義 3歳児 4歳児 ･ 5歳
児 

3歳児 4歳児 ･ 5歳
児 

Ａ 生活保護法による被保
護世帯 (単給世帯を含
む｡)及び中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中
国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に
関する法律による支援
給付受給世帯 

0円 0円 0円 0円

Ｂ 市町村民税が非課税の
世帯(Ａ階層の世帯を除
く｡) 

2,300円
(1,150円)

2,300円
(1,150円)

2,200円 
(1,100円) 

2,200円
(1,100円)

Ｃ1 市町村民税の額が均等
割額のみの世帯 
 

5,400円
(2,700円)

5,400円
(2,700円)

5,200円 
(2,600円) 

5,200円
(2,600円)

Ｃ2 市町村民
税の課税
世帯(Ｃ 1

階層の世
帯 を 除
く｡)であ
って、そ
の額の区
分が次の
区分に該
当する世
帯 

所得割額が
49,599 円 以
下 

6,600円
(3,300円)

6,600円
(3,300円)

6,400円 
(3,200円) 

6,400円
(3,200円)

Ｃ3 所得割額が
49,600 円 以
上 51,499 円
以下 

7,800円
(3,900円)

7,800円
(3,900円)

7,600円 
(3,800円) 

7,600円
(3,800円)

Ｃ4 所得割額が
51,500 円 以
上 53,399 円
以下 

9,400円
(4,700円)

9,400円
(4,700円)

9,200円 
(4,600円) 

9,200円
(4,600円)

Ｃ5 所得割額が
53,400 円 以
上 60,399 円
以下 

10,900円
(5,450円)

10,900円
(5,450円)

10,700円 
(5,350円) 

10,700円
(5,350円)

Ｃ6 
 

所得割額が
60,400 円 以
上 69,199 円
以下 

12,900円
(6,450円)

11,500円
(5,750円)

12,700円 
(6,350円) 

11,200円
(5,600円)

Ｃ7 所得割額が
69,200円以
上86,799円

14,900円
(7,450円)

12,800円
(6,400円)

14,600円 
(7,300円) 

12,500円
(6,250円)
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  以下  

Ｃ8 所得割額が
86,800 円 以
上 98,599 円
以下 

16,800円
(8,400円)

15,000円
(7,500円)

16,400円 
(8,200円) 

14,700円
(7,350円)

Ｃ9 所得割額が
98,600 円 以
上110,399円
以下 

17,500円
(8,750円)

15,500円
(7,750円)

17,200円 
(8,600円) 

15,200円
(7,600円)

Ｃ10 所得割額が
110,400円以
上122,099円
以下 

17,900円
(8,950円)

16,000円
(8,000円)

17,600円 
(8,800円) 

15,600円
(7,800円)

Ｃ11 所得割額が
122,100円以
上139,799円
以下 

18,500円
(9,250円)

16,400円
(8,200円)

18,200円 
(9,100円) 

16,100円
(8,050円)

Ｃ12 所得割額が
139,800円以
上157,299円
以下 

19,200円
(9,600円)

16,900円
(8,450円)

18,800円 
(9,400円) 

16,600円
(8,300円)

Ｃ13 所得割額が
157,300円以
上169,399円
以下 

19,800円
(9,900円)

17,500円
(8,750円)

19,400円 
(9,700円) 

17,200円
(8,600円)

Ｃ14 所得割額が
169,400円以
上192,899円
以下 

20,400円
(10,200円)

18,100円
(9,050円)

20,000円 
(10,000円) 

17,800円
(8,900円)

Ｃ15 所得割額が
192,900円以
上258,899円
以下 

21,100円
(10,550円)

18,700円
(9,350円)

20,700円 
(10,350円) 

18,400円
(9,200円)

Ｃ16 所得割額が
258,900円以
上298,599円
以下 

21,700円
(10,850円)

19,100円
(9,550円)

21,300円 
(10,650円) 

18,700円
(9,350円)

Ｃ17 所得割額が
298,600円以
上392,899円
以下 

22,500円
(11,250円)

19,400円
(9,700円)

22,100円 
(11,050円) 

19,000円
(9,500円)

Ｃ18 所得割額が
392,900円以
上 

24,800円
(12,400円)

21,500円
(10,750円)

24,300円 
(12,150円) 

21,100円
(10,550円)

  備考 

    １ この表において「保育標準時間の場合」とは、保育の利用が１月当たり平均２７５

時間まで（１日当たり１１時間までに限る｡)の場合をいう。 

    ２ この表において「保育短時間の場合」とは、保育の利用が１月当たり平均２００時

間まで（１日当たり８時間までに限る｡)の場合をいう。 

    ３ この表において「５歳児」とは、学年の初めの日の前日において５歳に達している

幼児をいう。 

    ４ この表において「４歳児」とは、学年の初めの日の前日において４歳に達している

幼児（５歳児を除く｡)をいう。 

    ５ この表において「３歳児」とは、学年の初めの日の前日において３歳に達している
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幼児（５歳児及び４歳児を除く｡)をいう。 

    ６ ４月分から８月分までの保育料にあっては前年度の市町村民税の額により算定する

ものとし、９月分から翌年の３月分までの保育料にあっては当該年度の市町村民税の

額により算定するものとする。 

    ７ この表のＣ2からＣ18までの階層における地方税法第２９２条第１項第２号の所得割

を計算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並びに同法附則第５条

第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定は適用しないものとす

る。 

    ８ ＢからＣ18までの階層の世帯であって、同一世帯から２人以上の児童が児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（以下「保育所」と

いう｡)、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（以下「幼

稚園」という｡)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園（以下「認

定こども園」という｡)、学校教育法第７６条第２項に規定する特別支援学校幼稚部（

以下「特別支援学校幼稚部」という｡)若しくは児童福祉法第７条第１項に規定する情

緒障害児短期治療施設の通所部（以下「情緒障害児短期治療施設通所部」という｡)に

入所し、又は同法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援（以下「児童発達支

援」という｡)若しくは同条第３項に規定する医療型児童発達支援（以下「医療型児童

発達支援」という｡)を利用している場合において、次表の第１欄に掲げる児童が生駒

市立幼稚園に在籍しているときは、同表の第２欄に掲げる額をその児童の保育料とす

る。 

第1欄 第2欄 

ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特
別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児
短期治療施設通所部に入所し、又は児
童発達支援若しくは医療型児童発達支
援を利用している児童のうち、年長者
(該当する児童が2人以上の場合は、そ
のうち1人とする｡) 

上表に定める額(同表に定める括弧内の
額以外の額をいう｡) 

イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特
別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児
短期治療施設通所部に入所し、又は児
童発達支援若しくは医療型児童発達支
援を利用しているアに規定する児童以
外の児童のうち、年長者(該当する児
童が2人以上の場合は、そのうち1人と
する｡) 

上表に定める括弧内の額 

ウ ア及びイに規定する児童以外の児童 ０円

   ９ 前項の規定にかかわらず、児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合における

この表の適用については、Ｂの階層の世帯にあっては当該世帯の保育料の額は０円と

し、Ｃ1からＣ6までの階層の世帯及びＣ7の階層のうち市町村民税の所得割額が７７，

１００円以下の世帯にあっては当該世帯の保育料の額は同表に定める括弧内の額とす

る。 

    (1) 母子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６

条第６項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯 

    (2) 父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項の配偶者のない男子で

現に児童を扶養しているものの世帯 

    (3) 在宅障害児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯 
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      ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者手帳

の交付を受けた者 

      イ 奈良県から療育手帳の交付を受けた者 

      ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に

規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

      エ 特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者 

     (4) その他の世帯 保護者の申請により生活保護法に規定する要保護者等特に困窮

していると市長が認める世帯 

 （生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例の一部を改正する条例（平成２６

年１２月生駒市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条のうち生駒市立幼稚園保育料徴収条例別表の改正規定中「別表」を「

別表第１」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議案第 82 号 

 

生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年９月１４日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

   

   生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例 

 生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和５３年９月生駒市条例第３１号） 

の一部を次のように改正する。 

第３条の２第１項第１号中「第２条の４第２項」を「第２条の４第２項の表の

第２欄」に改め、同項第２号及び第３号中「第２条の４第５項」を「第２条の４

第８項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 83 号 

 

生駒市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定め

る条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年９月１４日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

   

生駒市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例  

（趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、生駒市農業委員会（以下「委

員会」という｡)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとす

る。 

（委員の定数） 

第２条 委員会の委員の定数は、１０人とする。 

 （農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 農地利用最適化推進委員の定数は、７人とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（生駒市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止） 

２ 生駒市農業委員会の選挙による委員の定数条例（昭和３２年６月生駒市条例
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第１９号）は、廃止する。 

 （生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

３ 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

     「 

 

 

 

 め、同表備考第１項中「農業委員会の委員」の次に「、農地利用最適化推進委

員」を加え、「行政委員」を「行政委員等」に改め、同表備考第２項第１号中

「行政委員」を「行政委員等」に改める。     

農業委員会の委員 会長 日額 ２１，０００

副会長 日額 １８，０００

委員 日額 １６，０００

別表中 

」

農業委員会の委員 会長 日額 ２１，０００ 

副会長 日額 １８，０００ 

委員 日額 １６，０００ 

農地利用最適化推進委員 日額 １６，０００ 

を 

「 

」

に 改  
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議案第 84 号 

生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

平成２８年９月１４日 

生駒市長 小 紫 雅 史  

生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター条例 

（設置） 

第１条 仕事と生活の調和、新たな雇用創出、人材誘致等に資するため、本市に

情報通信技術を活用した多様な働き方を推進する施設（以下「施設」という｡)

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

生駒市テレワーク＆インキュベーション

センター 

生駒市谷田町１６１５番地 

（指定管理者による管理） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、施設の管理を同項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という｡)

に行わせるものとする。 

（指定の手続） 

第４条 指定管理者の指定に当たり、市長は、施設の管理に関する事業計画書そ
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の他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管

理者を決定するものとする。 

(1) 市民の平等な利用が確保されること。 

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減

が図られるものであること。 

(3) 施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を

有していること。 

（管理の基準） 

第５条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定

めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。 

（業務の範囲） 

第６条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 次条に規定する使用の許可、第９条に規定する使用許可の取消し等及び

第１８条に規定する入館の制限に関すること。 

(2) 第１６条に規定する設備の許可に関すること。 

(3) 施設の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が必要と認める業務 

（使用の許可） 

第７条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならな

い。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、

その使用について条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第８条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、施設の使用を許可しない。 
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(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 施設を汚損するおそれがあるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資する

こととなるとき。 

(4) 管理上支障があるとき。 

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の

許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。 

(3) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。 

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（本市等の免責） 

第１０条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しく

は停止した場合において、施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う｡)に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補

償の責任を負わない。 

（利用料金） 

第１１条 使用者は、施設の使用に係る料金（以下「利用料金」という｡)を指定

管理者に納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定めるものとする。 

（利用料金の収受） 
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第１２条 利用料金は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定により指定管理

者の収入として収受されるものとする。 

（利用料金の減免） 

第１３条 指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、利用

料金を減免することができる。 

（利用料金の還付） 

第１４条 既納の利用料金は、還付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が定める特別の理由があると

認めるときは、同項の利用料金の全部又は一部を還付することができる。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１５条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（設備） 

第１６条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あ

らかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（原状回復義務） 

第１７条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第９条の規定により使用

の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原

状に回復しなければならない。 

（入館の制限） 

第１８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、施

設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者 

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者 

(3) 動物（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第７条第１項に

規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く｡)を携行する者 
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(4) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者 

(5) 施設の管理上支障がある者 

(6) その他指定管理者が不適当と認める者 

（損害の賠償） 

第１９条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設を破損

し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復

し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても

行うことができる。 

（特定期間における措置） 

３ この条例の施行の日から指定管理者の指定期間の開始日の前日までの間（以

下「特定期間」という｡)、第３条から第６条まで及び第１１条から第１４条ま

での規定は適用せず、この条例の規定の適用については、第７条から第９条ま

で、第１６条及び第１８条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第１０条

の見出し中「本市等」とあるのは「本市」と、同条中「本市及び指定管理者」

とあるのは「本市」とする。 

４ 特定期間中の施設の使用料は、無料とする。 
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別表（第１１条関係） 

１ 施設利用料金 

区分 １時間使用 １日使用 １月使用 

オープンスペース 

１人につき 

600 円 3,600 円 54,000 円

コワーキングスペース 

１人につき 

700 円 4,200 円 63,000 円

セミナールーム 2,500 円 15,000 円 

オフィスルーム１ 2,000 円 12,000 円 180,000 円

オフィスルーム２・３ 

１室につき 

1,500 円 9,000 円 135,000 円

オフィスルーム４～７ 

１室につき 

1,000 円 6,000 円 90,000 円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による地方消費税に相当する額を含む。 

２ 附属設備利用料金 

市長の定める額 
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議案第 85 号 

裁判上の和解及び損害賠償の額の決定について 

平成２７年（ワ）第１７６号国家賠償請求事件について、下記のとおり損害賠

償の額を決定し、裁判上の和解を奈良地方裁判所において成立させるため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定

により、議会の議決を求める。 

記 

１ 相手方（原告） 

●●●●●●●●●●●●●●●● 

●  ●  ●  ●

●●●●●●●●●●● 

● ● ● ●

●●●●●●●●●●●● 

●  ●  ●  ● 

●●●●●●●●●●●● 

● ● ● ●

２ 損害賠償の額 

２，１８５，６２２円 

３ 和解の概要 

( 1 )  生駒市（以下「被告」という｡)は、亡●●●●相続人である原告らに対

し、損害賠償として、亡●●●●に賦課した平成１１年度から平成２１年度

までの分の固定資産税に相当する額から本来賦課すべきであった固定資産税

に相当する額を控除した金額２，１８５，６２２円の支払義務があることを

- 53 -



認める。 

( 2 )  被告は、前号の義務の履行として、原告●●●●に対し３６４，２７０

円を、原告●●●●に対し３６４，２７０円を、原告●●●●に対し７２８

，５４１円を、原告●●●●に対し７２８，５４１円を支払う。 

(3) 原告らは、被告に対するその余の請求を放棄する。 

(4) 原告ら及び被告は、本件に関し、原告らと被告の間には、本和解条項に

定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

(5) 訴訟費用は、各自の負担とする。 

平成２８年９月１４日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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議案第 86 号

財産の取得について

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。

記

１ 取得する財産 公共施設用防犯カメラ機器

２ 取 得 価 格 ２４，６２４，０００円

３ 契約の相手方 大阪市中央区北久宝寺町１丁目９番１号

三和通信工業株式会社

代表取締役 岸 村 智 志

４  契 約 の 方 法  条件付一般競争入札

平成２８年９月１４日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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